
 

 

政策会議付議事案書（令和８年１月６日） 

提案課名 まちづくり計画課 都市整備課 建築指導課 

報告者名  小山田 智基  片倉 祐一 小谷 幹夫 

事案名 
秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正することについて 
資料 有 

目
的
・
必
要
性 

令和７年１１月１１日付けで、戸川地区及び秦野中井インターチェンジ南地

区における地区整備計画の都市計画決定が告示されたため、それぞれの地区整

備計画の実効性を担保するため、地区整備計画に定められた内容の一部を条例

に規定するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 戸川地区地区整備計画 都市計画決定の経過 

(1) 令和６年７月  秦野市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基 

づく原案の縦覧 

(2) 令和７年５月  都市計画法に基づく原案の縦覧 

(3) 令和７年１１月 戸川地区地区計画の変更（市告示第１００号） 

 

２ 秦野中井インターチェンジ南地区地区整備計画 都市計画決定の経過 

(1) 令和６年７月  秦野市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基 

づく原案の縦覧 

(2) 令和７年５月  都市計画法に基づく原案の縦覧 

(3) 令和７年１１月 秦野中井インターチェンジ南地区計画の変更（市告

示第１０１号） 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

都市計画法に基づく地区整備計画の地区計画決定が告示されたことに伴い、

秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のと

おり改正すること。              

 

１ 戸川地区地区整備計画区域を追加すること。 

２ 秦野中井インターチェンジ南地区地区整備計画区域を追加すること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和８年３月 市議会第１回定例月会議に条例改正議案を提出 

４月 改正条例の施行 

 

 議題２ 
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議案第  号資料  

 

秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の 

  一部を改正することについて 

 

１ 条例改正の概要 

地区計画は、都市計画法に基づき、それぞれの地区の特性に応じて、その

地区にあった建築物の用途や形態の制限、道路、公園等の配置などを定める

ことにより、地域にふさわしいまちづくりに誘導する制度であり、地区整備

計画は、地区計画の方針に従って、地区計画区域の建築物等に関する制限な

どを定めています。 

秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（以下「条例

」という。）は、地区計画の内容の実現をより確実に担保するため、建築基

準法の規定に基づき、地区整備計画で定められた建築物の制限について、必

要な事項を定めています。 

条例で定められた事項は、建築確認において審査対象となるため、内容に

適合していない場合は建築できないことになります。 

このたび、戸川地区及び秦野中井インターチェンジ南地区において、新た

に地区整備計画が定められ、これに応じた建築物に関する制限を設けるため、

条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正内容（条例に追加する内容） 

(1) 戸川地区 

 ア 建築物の用途制限 

   次に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外は、建築してはなら

ない。 

  (ｱ) 産業利用区画 

    工場（ごみ処理施設等を除く。）、倉庫、自動車車庫、事務所、  

１，５００㎡以内の工場に関連する店舗及び飲食店、公益上必要な建

築物 

  (ｲ) 沿道利用区画 

    戸建住宅、４戸以下の長屋、兼用住宅、診療所、  

２００㎡以内の店舗及び飲食店、公益上必要な建築物 

 イ 建築物の容積率の最高限度 

  (ｱ) 産業利用区画 

制限なし 

  (ｲ) 沿道利用区画 

    １５０％ 

 ウ 建築物の敷地面積の最低限度 

  (ｱ) 産業利用区画 

    ２０，０００㎡（一部店舗、飲食店、公益上必要な建築物は除く。） 

  (ｲ) 沿道利用区画 

    １５０㎡（一部公益上必要な建築物は除く。） 

資料１ 
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 エ 壁面の位置の制限 

  (ｱ) 産業利用区画 

    外壁又は柱面から隣地境界線までの距離５ｍ以上、接する道路の対

面が沿道利用区画又は住宅用地の場合は１０ｍ以上（一部守衛室、通

路、工場に関連する店舗及び飲食店、公益上必要な建築物は除く。） 

  (ｲ) 沿道利用区画 

制限なし 

 オ 建築物の高さの制限 

  (ｱ) 産業利用区画 

    最高限度３１ｍ（接する道路の対面が沿道利用区画又は住宅用地の

場合は敷地境界線から１０ｍ後退した位置から斜線制限を設ける。） 

  (ｲ) 沿道利用区画 

    最高限度１０ｍ 

 

(2) 秦野中井インターチェンジ南地区 

 ア 建築物の用途制限 

   次に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外は、建築してはなら

ない。 

  (ｱ) 産業街区Ａ 

    工場（ごみ処理施設等を除く）、倉庫、自動車車庫、事務所、公益上

必要な建築物 

  (ｲ) 産業街区Ｂ 

    工場（ごみ処理施設等を除く）、倉庫、自動車車庫、事務所、   

２００㎡以下の工場に附属する店舗、公益上必要な建築物 

 イ 建築物の敷地面積の最低限度 

  (ｱ) 産業街区Ａ 

    １０，０００㎡（一部公益上必要な建築物は除く。） 

  (ｲ) 産業街区Ｂ 

     ４，０００㎡（一部公益上必要な建築物は除く。） 

 ウ 壁面の位置の制限 

  (ｱ) 産業街区Ａ 

    外壁又は柱面から道路境界線までの距離５ｍ以上（公益上必要なも

のは除く。） 

  (ｲ) 産業街区Ｂ  

同上 

 エ 建築物の高さの制限 

  (ｱ) 産業街区Ａ 

    最高限度３１ｍ 

  (ｲ) 産業街区Ｂ 

同上 
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議案第  号  

 

   秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正することについて 

 

 秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を別紙の

とおり改正するものとする。 

 

  令和８年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 戸川地区及び秦野中井インターチェンジ南地区における地区整備計画を都市

計画として定めたことに伴い、地区整備計画の実効性を一層確保することを目

的に、建築物の用途、壁面の位置等について定めるため、改正するものであり

ます。 

資料２ 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成６年秦野

市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

戸川地区地区整備

計画区域 

令和７年秦野市告示第１００号により告示された秦

野市横野字砂押及び字水窪並びに戸川字流、字下矢坪

及び字上矢坪地内で、地区整備計画が定められた区域 

秦野中井インター

チェンジ南地区地

区整備計画区域 

 令和７年秦野市告示第１０１号により告示された秦

野市西大竹字猪焼、字大境及び字久保地内で、地区整

備計画が定められた区域 

別表第２に次の２表を加える。 

戸川地区地区整備計画区域 

計画区域 

の区分 

建築物等 

の制限事項 

戸川地区 

産業利用区画 沿道利用区画 

１ 建築してはな

らない建築物 

次の各号のいずれかに該

当する建築物以外の建築物 

(1) 工場（政令第１３０

条の２の２に該当する

ものを除く。） 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 店舗、飲食店（地区

内の工場に関連する施

設で床面積１，５００

平方メートル以内の建 

次の各号のいずれかに該

当する建築物以外の建築物 

(1) 戸建住宅 

(2) 長屋（４戸以下のも

のに限る。） 

(3) 兼用住宅（住宅で事

務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ね

るもののうち政令第 

１３０条の３に掲げ

る建築物に限る。） 

(4) 診療所 
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 築物に限る。） 

(6) 巡査派出所、公衆電

話所その他これに類す

る政令第１３０条の４

に掲げる公益上必要な

建築物 

(7) 前各号の建築物に附

属するもの 

(5) 店舗、飲食店その他

これらに類する用途に

供するもの（政令第 

１３０条の５の３に掲

げる建築物で床面積が

２００平方メートル以

内の建築物に限る。） 

(6) 巡査派出所、公衆電

話所その他これに類す

る政令第１３０条の４

に掲げる公益上必要な

建築物 

(7) 前各号の建築物に附

属するもの 

２ 建築物の容積

率の最高限度 

この条例による制限は、

行わない。 

最高限度 １０分の１５ 

３ 建築物の建ぺ

い率の最高限度 
この条例による制限は、行わない。 

４ 建築物の敷地

面積の最低限度 

２０，０００平方メート

ル（店舗、飲食店（地区内

の工場に関連する施設で床

面積１，５００平方メート

ル以内の建築物に限る。）

及び巡査派出所、公衆電話

所その他これに類する政令

第１３０条の４に掲げる公

益上必要な建築物の敷地に

ついてはこの限りでな

い。） 

１５０平方メートル（巡

査派出所、公衆電話所その

他これに類する政令第 

１３０条の４に掲げる公益

上必要な建築物の敷地につ

いてはこの限りでない。） 

５ 壁面の位置の

制限 

(1) 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

敷地境界線までの距離 

この条例による制限は、

行わない。 
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 は５メートル 

(2) 敷地が接する道路の

対面が沿道利用区画又

は地区外の住宅用地に

面する部分について

は、建築物の外壁又は

これに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距

離は１０メートル 

(3) 適用除外の建築物次

のいずれかに該当する

もの 

ア 守衛室、通路 

イ 店舗、飲食店（地区

内の工場に関連する施

設で床面積１，５００

平方メートル以内の建

築物に限る。） 

ウ 巡査派出所、公衆電

話所その他これに類す

る政令第１３０条の４

に掲げる公益上必要な

建築物 

 

６ 建築物の高さ

の制限 

(1) 最高限度 ３１メー

トル 

(2) 斜線制限 敷地が接

する道路の対面が沿道

利用区画又は地境界線

から１０メートル後退

した位置から当該水平

距離に１．２５を乗じ

て得た数値に１０メー

トルを加えて得た数値 

(1) 最高限度 １０メー

トル 

(2) 最低限度 この条例

による制限は、行わな

い。 
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 (3) 最低限度 この条例

による制限は、行わな

い。 

 

７ 垣又はさくの

構造の制限 
この条例による制限は、行わない。 

備考 この表第６項において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓そ

の他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計がその建築

物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、５

メートルまでは、その建築物の高さに算入しない。 

秦野中井インターチェンジ南地区地区整備計画区域 

計画区域 

の区分 

建築物等 

の制限事項 

秦野中井インターチェンジ南地区 

産業街区Ａ 産業街区Ｂ 

１ 建築してはな

らない建築物 

次の各号のいずれかに該

当する建築物以外の建築物 

(1) 工場（政令第１３０

条の２の２に該当する

ものを除く。） 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 巡査派出所、公衆電

話所その他これに類す

る政令第１３０条の４

に掲げる公益上必要な

建築物 

(6) 前各号の建築物に附

属するもの 

次の各号のいずれかに該

当する建築物以外の建築物 

(1) 工場（政令第１３０

条の２の２に該当する

ものを除く。） 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 店舗で、その用途に

供する部分の床面積の

合計が２００平方メー

トル以下のものであっ

て、第１号に掲げる建

築物に併設するもの 

(6) 巡査派出所、公衆電

話所その他これに類す

る政令第１３０条の４

に掲げる公益上必要な 
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  建築物 

(7) 前各号の建築物に附

属するもの（店舗は、

その用途に供する部分

の床面積の合計が 

２００平方メートル以

下のものに限る。） 

２ 建築物の容積

率の最高限度 
この条例による制限は、行わない。 

３ 建築物の建ぺ

い率の最高限度 
この条例による制限は、行わない。 

４ 建築物の敷地

面積の最低限度 

１０，０００平方メート

ル 

４，０００平方メートル 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これに類す

る政令第１３０条の４に掲げる公益上必要な建築物の

敷地として使用する土地については、この限りでな

い。 

５ 壁面の位置の

制限 

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、５メートル 

(2) 適用除外の建築物 巡査派出所、公衆電話所そ

の他これらに類する政令第１３０条の４に掲げる

公益上必要な建築物 

６ 建築物の高さ

の制限 

(1) 最高限度 ３１メートル 

(2) 最低限度 この条例による制限は、行わない。 

７ 垣又はさくの

構造の制限 
この条例による制限は、行わない。 

備考 この表第６項において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓そ

の他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計がその建築

物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、５

メートルまでは、その建築物の高さに算入しない。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

9



 

 

 

 

議案第  号 秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

（略） （略） 

戸川地区地区整

備計画区域 

令和７年秦野市告示第１００号により告

示された秦野市横野字砂押及び字水窪並び

に戸川字流、字下矢坪及び字上矢坪地内

で、地区整備計画が定められた区域 

秦野中井インタ

ーチェンジ南地

区地区整備計画

区域 

 令和７年秦野市告示第１０１号により告

示された秦野市西大竹字猪焼、字大境及び

字久保地内で、地区整備計画が定められた

区域 
 

名称 区域 

（略） （略） 
 

別表第２(第４条－第１０条関係) 別表第２(第４条－第１０条関係) 

秦野駅南口地区地区整備計画区域   （略） 秦野駅南口地区地区整備計画区域   （略） 

曽屋弘法地区地区整備計画区域    （略） 曽屋弘法地区地区整備計画区域    （略） 

西田原地区地区整備計画区域     （略） 西田原地区地区整備計画区域     （略） 

渋沢駅南口地区地区整備計画区域   （略） 渋沢駅南口地区地区整備計画区域   （略） 

西大竹尾尻地区地区整備計画区域   （略） 西大竹尾尻地区地区整備計画区域   （略） 

今泉台地区地区整備計画区域     （略） 今泉台地区地区整備計画区域     （略） 

落合延沢地区地区整備計画区域    （略） 落合延沢地区地区整備計画区域    （略） 

10



 

 

鶴巻温泉駅南口地区地区整備計画区域 （略） 鶴巻温泉駅南口地区地区整備計画区域 （略） 

戸川地区地区整備計画区域  

計画区域 

の区分 

建築物等 

の制限事項 

戸川地区 

産業利用区画 沿道利用区画 

１ 建築しては

ならない建築

物 

次の各号のいずれ

かに該当する建築物

以外の建築物 

(1) 工場（政令第 

１３０条の２の

２に該当するも

のを除く。） 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 店舗、飲食店

（地区内の工場

に関連する施設

で床面積 

１，５００平方 

次の各号のいずれ

かに該当する建築物

以外の建築物 

(1) 戸建住宅 

(2) 長屋（４戸以

下のものに限

る。） 

(3) 兼用住宅（住

宅で事務所、店

舗その他これら

に類する用途を

兼ねるもののう

ち政令第１３０

条の３に掲げる

建築物に限 
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 メートル以内の

建築物に限

る。） 

(6) 巡査派出所、

公衆電話所その

他これに類する

政令第１３０条

の４に掲げる公

益上必要な建築

物 

(7) 前各号の建築

物に附属するも

の 

る。） 

(4) 診療所 

(5) 店舗、飲食店

その他これらに

類する用途に供

するもの（政令

第１３０条の５

の３に掲げる建

築物で床面積が 

２００平方メー

トル以内の建築

物に限る。） 

(6) 巡査派出所、

公衆電話所その

他これに類する

政令第１３０条

の４に掲げる公

益上必要な建築

物 

(7) 前各号の建築

物に附属するも

の 
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２ 建築物の容

積率の最高限

度 

この条例による制

限は、行わない。 

最高限度 １０分

の１５ 

３ 建築物の建

ぺい率の最高

限度 

この条例による制限は、行わない。 

４ 建築物の敷

地面積の最低 

限度 

２０，０００平方

メートル（店舗、飲

食店（地区内の工場

に関連する施設で床

面積１，５００平方

メートル以内の建築

物に限る。）及び巡

査派出所、公衆電話

所その他これに類す

る政令第１３０条の

４に掲げる公益上必

要な建築物の敷地に

ついてはこの限りで

ない。） 

１５０平方メート

ル（巡査派出所、公

衆電話所その他これ

に類する政令第 

１３０条の４に掲げ

る公益上必要な建築

物の敷地については

この限りでない。） 

５ 壁面の位置 (1) 建築物の外壁 この条例による制 
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の制限 又はこれに代わ

る柱の面から敷

地境界線までの

距離は５メート

ル 

(2) 敷地が接する

道路の対面が沿

道利用区画又は

地区外の住宅用

地に面する部分

については、建

築物の外壁又は

これに代わる柱

の面から敷地境

界線までの距離

は１０メートル 

(3) 適用除外の建

築物 次のいず

れかに該当する

もの 

ア 守衛室、通

路 

限は、行わない。 
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 イ 店舗、飲食

店（地区内の

工場に関連す

る施設で床面

積１，５００

平方メートル

以内の建築物

に限る。） 

ウ 巡査派出所、 

公衆電話所そ

の他これに類

する政令第 

１３０条の４

に掲げる公益

上必要な建築

物 

 

６ 建築物の高

さの制限 

(1) 最高限度  

３１メートル 

(2) 斜線制限 敷

地が接する道路

の対面が沿道利

用区画又は地境 

(1) 最高限度  

１０メートル 

(2) 最低限度 こ   

の条例による制

限は、行わな

い。 
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 界線から１０メ

ートル後退した

位置から当該水

平距離に 

１．２５を乗じ

て得た数値に 

１０メートルを

加えて得た数値 

(3) 最低限度 こ

の条例による制

限は、行わな

い。 

 

７ 垣又はさく

の構造の制限 
この条例による制限は、行わない。 

 

 

備考 この表第６項において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平

投影面積の合計がその建築物の建築面積の８分の１以内の

場合においては、その部分の高さは、５メートルまでは、

その建築物の高さに算入しない。 
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秦野中井インターチェンジ南地区地区整備計画区域  

計画区域 

の区分 

建築物等 

の制限事項 

秦野中井インターチェンジ南地区 

産業街区Ａ 産業街区Ｂ 

１ 建築しては

ならない建築 

次の各号のいずれ

かに該当する建築物

以外の建築物 

(1) 工場(政令第 

１３０条の２の

２に該当するも

のを除く。) 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 巡査派出所、

公衆電話所その

他これに類する

政令第１３０条

の４に掲げる公

益上必要な建築

物 

(6) 前各号の建築 

次の各号のいずれ

かに該当する建築物

以外の建築物 

(1) 工場(政令第 

１３０条の２の

２に該当するも

のを除く。) 

(2) 倉庫 

(3) 自動車車庫 

(4) 事務所 

(5) 店舗で、その

用途に供する部

分の床面積の合

計が２００平方

メートル以下の

ものであって、

第１号に掲げる

建築物に併設す 
 

 

17



 

 

 

 

 物に附属するも

の 

るもの 

(6) 巡査派出所、

公衆電話所その

他これに類する

政令第１３０条

の４に掲げる公

益上必要な建築

物 

(7) 前各号の建築

物に附属するも

の（店舗は、そ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が２００平

方メートル以下

のものに限

る。） 

２ 建築物の容

積率の最高限

度 

この条例による制限は、行わない。 

３ 建築物の建

ぺい率の最高 
この条例による制限は、行わない。 
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限度  

４ 建築物の敷

地面積の最低

限度 

１０，０００平方

メートル 

４，０００平方メー

トル 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他

これに類する政令第１３０条の４に掲げる

公益上必要な建築物の敷地として使用する

土地については、この限りでない。 

５ 壁面の位置

の制限 

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面から道路境界線までの距離は、５メ

ートル 

(2) 適用除外の建築物 巡査派出所、公

衆電話所その他これらに類する政令第

１３０条の４に掲げる公益上必要な建

築物 

６ 建築物の高

さの制限 

(1) 最高限度 ３１メートル 

(2) 最低限度 この条例による制限は、

行わない。 

７ 垣又はさく

の構造の制限 
この条例による制限は、行わない。 

 

 

備考 この表第６項において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物

見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平

投影面積の合計がその建築物の建築面積の８分の１以内の

場合においては、その部分の高さは、５メートルまでは、
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その建築物の高さに算入しない。 

  

  

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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